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付１ 時間外実験等の場合の手続き 
  

下記の時間において、各実験室等で実験を行う場合には、次の手続きをとらなければならない。 

１ 対象時間 

 

 

２ 居残り実験を行いたい場合 

１）２人以上の学生が、上記の時間に実験を行う場合は、「時間外居残り届」（別紙１）に記入

のうえ、指導教員の承認を得て行う。（指導教員が学内に居て連絡が取れる場合は届出不要）

なお、「時間外居残り届」は、各階にある掲示板に掲示し（掲示板がない階については、実

験室前に掲示する）、実験終了後は、ただちに取り外し、系事務室に提出する。（学生が１人

の場合は、時間外実験は承認しない。ただし、指導教員が同室に居る場合は、実験を認め、

届出は不要とする。） 
２）危険が予想される実験は行わない。また、土曜日、日曜日、祝日、休日の実験は原則とし

て行わない。止むを得ない理由により実施する場合には、事前に指導教員から十分な指示を

受けなければならない。 

３ 終夜無人運転を行いたい場合 

１）無人運転を行う場合は「終夜無人運転中」の用紙（別紙２）に記入のうえ、指導教員の指

示と承認を得て実施する。（フリーザーや空調機の場合は届出、承認不要）なお、危険が予

想される実験装置の無人運転は行わない。 
２）「終夜無人運転中」（別紙２）は、当該実験室の入口に貼りだしておく。 

４ その他 

１）各棟の各階毎に「時間外居残り届」用の掲示板が設置されているので、留意すること。 
２）届出のあった実験室・終夜無人運転中の実験室に異常を発見した者は、「連絡先」欄に記

載されている者に連絡するとともに監視室（エネルギーセンター 内線 9290 直通

0258-47-9290）に通報する。 
３）上記による通報とともに、状況により学内緊急対応電話（内線 9999、直通 0258-47-9999）、

消防署（119 番）等への通報も行う。 
 
 

 
 
 
 
様式掲載サイト 
https://www.nagaokaut.ac.jp/gakunai/designated/jinji_romu/JIKO/jiko.files/todoke.xls 

曜 日 等 時 間 

月 ～ 金 午後 9 時～翌日午前 8 時 30 分 
土・日・祝・休 終日 
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３ ガス漏れに気がついたら 

 (1) ドアや窓を開放する。 

 (2) ガスコックや元バルブを閉じる。 

 (3) あわてて、換気扇や電灯のスイッチを入れないこと。（スイッチの火花がガスに着火して、

爆発する恐れがあるため。） 

 (4) 周囲にガス漏れについて周知、避難を進めるとともに緊急連絡先に報告すること。 

 

４ 火災が起きたら 

 (1) 発見・通報

火事を出したり見つけたりしたら、とにかく大きな声で周囲の人に知らせ、協力を求め、

発信器のボタンを押し非常ベルを作動させること。 

 (2) 初期消火

 状況に応じ、消火器もしくは屋内消火栓による初期消火に努める。 

 (3) 避難

 初期消火の限界は天井に火がとどくまで。手に負えないと判断したら安全な場所へ避難す

る。ドアや窓を閉めて出る。持ち出し物にこだわらない。エレベーターは使用しない。 

 

５ 地震が起きたら 

 (1) 緊急地震速報や揺れがきたら、先ずテーブルなどの下に身をふせ安全を確保する。揺れが

おさまったら、火の始末等をおこなう。 

 (2) 戸を開けて、出入口を確保する。あわてて外に飛び出さない。 

 (3) 火が出たら状況に応じて初期消火に努める。 

 (4) 門や塀に近寄らない。室内ではガラスの破片に気を付ける。 

 (5) 協力し合って応急救護する。 

 (6) ラジオ、テレビ、ネット等による正しい情報により行動する。 
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